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東京都新宿区からの事業委託費等返還のご請求に関わる対応について 

 

労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団 

 

  

 平素より、弊法人の事業の運営に、ご理解ご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。 

昨日、東京都新宿区は「指定管理施設（児童館）及び学童クラブ等児童指導業務委託における人員配置

不足にかかる返還請求について」をニュースリリースしました。 

 これは、弊法人として東京都新宿区で受託しておりました子育て関連事業における「配置人員等につ

いて不適正な取り扱いを行っていた件」に関わる事業委託費等返還のご請求であり、この間、新宿区様と

も確認してきたものです。この返還請求につきましては、期限までに誠実に対応してまいります。また、

返還について協議させていただいている他の自治体様につきましても同様に誠実に対応してまいります。 

 コンプライアンスの徹底をはじめとした再発防止については、第三者調査委員会報告を受け、12 月 28

日に公表しておりますが、この対策を一段と徹底してまいります。 

 あらためまして、利用者の皆様、自治体をはじめ関係の皆様に多大なご心配とご迷惑をおかけしてお

りますことを深くお詫び申し上げます。 

 

 

 

（ご参考）12 月 28 日公表「子育て関連事業における不適正報告事案を契機とする第三者調査委員会の

調査報告書受領のお知らせ及び弊法人としての対応について」 

https://workers-

coop.com/%e3%80%90%e9%87%8d%e8%a6%81%e3%81%aa%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89

%e3%81%9b%e3%80%91%e5%ad%90%e8%82%b2%e3%81%a6%e9%96%a2%e9%80%a3%e4%ba%

8b%e6%a5%ad%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e4%b8%8d%e9%81%a9/ 


